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1. 排水設備に係る各種申請の電子申請化について 

1.1 排水設備申請の電子申請が開始 

 令和８年４月１日より、排水設備に係る各種申請（排水設備新設等確認申請／排水設備新設

等変更申請書／排水設備等工事完了届）は、従来の窓口での申請に加えて、「ちば電子申請サ

ービス【千葉市】」を用いた電子申請が可能となります。 

 ご利用のためには、当サービスへの登録が必要になります。「2．ちば電子申請サービス」 

2. 「ちば電子申請サービス【千葉市】」について 
電子申請の利用には、「ちば電子申請サービス【千葉市】」への利用者登録が必要になります。

利用者登録、および手続き利用にあたっては、以下が必要になります。 

 

⚫ インターネットに接続された申請用電子機器（スマホやタブレット端末、パソコン等） 

⚫ 電子メールアドレス（キャリアメールやフリーメール（gmailや icloud等）も利用可能です。） 

 

 

迷惑メール対策等を行っている場合には、「city-chiba@apply.e-tumo.jp」からのメールが受信

できるよう設定を変更してください。前記設定を行ってもメールを受信できない場合には、別のメ

ールアドレスを使用して申込を行ってください。 

 

 

2.1 「ちば電子申請サービス【千葉市】」の利用者登録方法 

STEP1 : 「ちば電子申請サービス【千葉市】」へアクセス 

「ちば電子申請サービス【千葉市】」へアクセスします。 

当サービスには、下記 URL のほか、QR コード、千葉市役所のホームページからアクセスが可

能です。⇒「3.電子申請の手順について（P.6）」 

ちば電子申請サービス【千葉県】とは、異なるサービスになりますのでご注意ください。 

 

URL : https://apply.e-tumo.jp/city-chiba-u/offer/offerList_initDisplay 

 

 

 

mailto:city-chiba@apply.e-tumo.jp
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・パソコンの場合 

STEP2 : 「ちば電子申請サービス【千葉市】」の新規登録 

「ちば電子申請サービス【千葉市】」のトップページ下部の「新規登録」へ進みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP3 : 利用規約の確認 

利用規約をお読みいただき、ご理解した上で「同意する」で進んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・スマートフォンの場合 
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STEP4 : 利用者 IDの登録 

利用者区分、メールアドレスを入力してください。登録後、入力いただいたメールアドレス宛て

にメールが届きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP5 : 利用者登録 

メール内のリンクから、各種情報の入力に進んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜利用者区分が個人の場合＞ 

「パスワード」「氏名」「住所」「電話番号」 

＜利用者区分が法人の場合＞ 

「上記の情報」「法人名」「代表者名」 

注：ここで登録するメールアドレスを水道営業課に報告ください。 

「（参考 1）申請に利用するメールアドレスの報告方法(p.7) 」 
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STEP6 : 入力内容の確認 

入力情報を確認した上で登録してください。下記の画面が出れば登録完了です。 
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3. 電子申請の手順について 
 排水設備申請の電子申請の手順について、以下のとおりになります。 

STEP1 : 各種申請フォームのアクセス方法 

以下の千葉市役所のホームページから手続きしたい申請フォームにアクセスしてください。（ち

ば電子申請サービス内の検索からは出てきません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【アクセス方法】 

(1) 市ホームページから 

「トップページ」→「くらし・手続き」→「上下水道」→「下水道」 

→「排水設備工事業者の皆様へ」→「排水設備新設等確認申請」 

（2）URL から： 

 「https://www.city.chiba.jp/kensetsu/gesuidokikaku/eigyo/takunaishinsei.html」 

（3）QR コードから： 

申請したい URLにアクセスしてください。 

※申請リンクが変更される可能性があります。ブックマークは市ホームページをお願いします。 

 

https://www.city.chiba.jp/kensetsu/gesuidokikaku/eigyo/takunaishinsei.html
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STEP2 : 利用者ログイン 

「ちば電子申請サービス【千葉市】」にログインしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

（参考 1） 申請に利用するメールアドレスの報告方法 

以下のようなメールを下水道営業課に送付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本申請には、利用者登録が必須となります。 

⇒「2.1 ちば電子申請サービス【千葉市】の利用者登録方法」参照 

下水道営業課に報告したアドレスでログインしてください。（参考 1） 

・件名 ： 【メール登録依頼】 会社名 （指定番号） 

・宛先 ： haisuisetsubi@city.chiba.lg.jp  
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STEP3 : 手続き説明 ・ 利用規約 

 手続き説明および利用規約をよくご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP4 : 申請画面 

申請画面は、紙様式と同様のレイアウトの様式版と一問一答型のアクセシビリティ対応版の２

種類があります。どちらで申請しても構いません。 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式版）              （アクセシビリティ対応版） 

下水道営業課からのお知らせ 
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申請様式（排水設備新設等確認申請書） 

※は入力必須、▲は入力結果に応じて回答が必要になる項目です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※添付書類について 

  ・見出し毎に１ファイルずつ添付してください。 

  ・平面図等には設置場所を記載してください。 

  ・添付可能なファイルは PDFのみです。 

  ・容量上限は、合計サイズで 100MBまでです。 

  ※新設等の場合記入。 

※該当の場合はチェック 

※新設等の場合記入

 

※ハイフンなし 

 

※浄化槽汲取改造の場合記入

 

※事業の場合記入

 

 ※事業の場合記入。

※助成を利用する場合記入

 

※営業所が１つの場合は “0”（初期値） 

 

※その他の場合記入

 

※桝の種類に限らず 

桝の個数を記入 
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申請様式（排水設備新設等変更申請書） 

※は入力必須、▲は入力結果に応じて回答が必要になる項目です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更区分が設計図の変更の

場合に記載 変更区分が”申請取り下げ” 

または”申請者情報変更”の場合に記載

” 
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申請様式（排水設備工事完了届） 

※は入力必須、▲は入力結果に応じて回答が必要になる項目です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図面の変更がある場合に記載 

使用開始届は Excel ファイル

（.xlsx）のみ添付可能 

図面に”竣工図”の記載が必須
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（参考 2） 入力中のデータを一時保存・読み込み 

入力中のデータを一時保存したい場合は、申請フォーム下部の「入力中のデータを保存する」

を選択ください。利用するパソコン等のダウンロードファイルに xlm ファイルがダウンロードされま

す。ただし、ダウンロードした xlm ファイルから申請内容を直接編集することができませんのでご

注意ください。 

一時保存したデータを読み込みたい場合は、申請フォーム下部の「保存データの読み込み」か

ら、該当 xlm ファイルを選択することで読み込むことが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP5 : 申請完了 

 下の画面が表示されれば申請が完了になります。併せて、申請時に用いたメールアドレス宛に

「申込完了メール」が配信されます。 

申請の進捗状況を確認する方法⇒「4.1 申込内容・申請状況の確認方法(p.15)」 
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STEP6 : 副本の受領 

審査完了後、申込詳細内容（「4.申込内容・申請状況について(p.15)」）から返信文書（副本）を

ダウンロードできます。 

職責署名の確認方法⇒「（参考 4）職責署名の確認方法について(p.14)」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考 3） 副本の返却予定日について 

電子申請の場合の副本の返却予定日は、仮受付後の木

曜日の翌週の金曜日です（最短 8 日～最大 14 日）。例え

ば、仮受付日が 1 日（水）の場合、副本の返却予定日は 10

日（金）となります（所要期間：9日）。 

 

（注意） 

申請後、修正事項がない場合に仮受付となります。修正事項があり、システム内で返却された

場合は、当申請の修正完了後に仮受付となります。つまり、当申請を締め日（木曜 12 時）に行っ

たとして、返却され修正を行った時に締め日をすぎてしまった場合は、翌週分として処理されます。

今週分として受け付けてほしい等の場合は申請時間に気をつけてください。また、申請の確認に

は１～２日程度時間を要します。あらかじめご了承ください。 

 

 

返却予定日 

仮受付日 

返信文書の名称は 

「年度＋受付番号＿返信文書（副本）.pdf」 
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（参考 4） 職責署名の確認方法について 

返信文書（副本）の職責署名は、対象申請の「申込内容照会」、もしくは「職責署名ツール

（ https://apply.e-tumo.jp/city-chiba-u/verifysignature/）」で確認したい pdf を添付し、“署名検

証する”ボタンをクリックすることで確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://apply.e-tumo.jp/city-chiba-u/verifysignature/
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4. 申込内容・申請状況について 

4.1 申込内容・申請状況の確認方法 

 申込内容、申請状況の確認方法は以下になります。 

STEP1 : 申込内容の確認方法 

「ログイン」→「マイページ」→「申請内容の確認」からアクセス可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP2 : 申込内容照会 

 詳細を選択後、対象の申請について申込内容を確認することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去の申請一覧になります。 

こちらからも、対象申請（整理番号）から処理状況（申請状況）を確認

することができます。「4.2 申請後のフローと処理状況について(p.15)」 

整理番号から所望の申請を検索することが可能です。 

ここでは処理状況と処理履歴が確認できます。 
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4.2 申請後のフローと処理状況について 

申請の種類ごと（宅内申請・変更届・完了届）に申請後のフローとその際の処理状況の状態が

異なります。処理状況：下図の赤枠 

4.2.1 排水設備新設等確認申請（宅内申請） 
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4.2.2 排水設備新設等変更申請（変更届） 
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4.2.3 公共下水道使用開始届・完了届 
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4.3 申請の取り下げ・修正について 

4.3.1 申請の取り下げ 

電子申請を行った案件を取り下げしたい場合、「4.1 STEP2：申込内容照会(p.15)」から行うこと

ができます。取り下げが可能なタイミングは、処理状況が「処理待ち」、もしくは「返却中」の状態

のみとなります。    

なお、宅内申請の受理後（副本返却後）において、申請自体を取り下げる場合は変更届を提

出してください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 申請の修正 

電子申請の申込内容を修正する場合、「4.1 STEP2：申込内容照会(p.15)」から行うことができ

ます。修正が可能なタイミングは、処理状況が「処理待ち」、もしくは「返却中」の状態のみとなりま

す。 

申込内容を修正する際、「修正する」のボタンから修正してください。「再申込する」のボタンを

押してしまいますと、対象の申請とは別の申請として複製されてしまいますので、絶対に押さない

ようにしてください。（「再申込する」のボタンは、処理状況に限らず、常に表示されています。） 
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5. お問い合わせ先 

5.1 申請内容について 

排水設備申請（宅内申請、変更申請、工事完了届）に係る内容ついては、下水道営業課排水

設備班へお問い合わせください。 

 

電 話 番 号 : 043-245-5412 

メールアドレス : haisuisetsubi@city.chiba.lg.jp 

 

5.2 「ちば電子申請サービス【千葉市】」について 

利用者登録や「ちば電子申請サービス【千葉市】」に関わるその他操作方法については、専用

のコールセンターへお問い合わせください。 

また、ちば電子申請サービス内のお問い合わせ、ヘルプ、よくあるご質問を合わせてご活用く

ださい。 

０１２０－４６４－１１９（フリーダイヤル） 

０５７０－０４１－００１（有料電話） 

０６－６７３３－７３０７（FAX） 

ｈelp-shinsei-chiba@apply.e-tumo.jp（メール） 

 

 

mailto:haisuisetsubi@city.chiba.lg.jp
mailto:ｈelp-shinsei-chiba@apply.e-tumo.jp

